
議案第１５２号 

 

   市道路線の変更について  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により、次のとおり市道の路

線を変更する。 

  平成３０年９月１４日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     

 

 路 線 名 

旧新 

別 

起       点 

重要な経過地 

終             点 

１ 楠５号線 

旧 

静岡市清水区楠426番地先 

 ――――― 

静岡市清水区楠214番１地先 

新 

静岡市清水区楠426番地先 

――――― 

静岡市清水区楠171番11地先 

２ 

与一一丁目３号

線 

旧 

静岡市葵区与一一丁目330番７地先 

 ――――― 

静岡市葵区与一一丁目330番24地先 

新 

静岡市葵区与一一丁目330番７地先 

 ――――― 

静岡市葵区与一一丁目333番11地先 

３ 

与一右衛門新田 

静岡用水路添線 

旧 

静岡市葵区与一一丁目333番31地先 

 ――――― 

静岡市葵区与一三丁目265番２地先 

新 

静岡市葵区与一一丁目335番883地内 

 ――――― 

静岡市葵区与一五丁目264番５地内 

４ 静岡大学前線 

旧 

静岡市駿河区大谷791番１地先 

 ――――― 

静岡市駿河区大谷856番８地先 

新 

静岡市駿河区大谷476番４地内 

 ――――― 

静岡市駿河区大谷856番８地先 

 

 


